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(57)【要約】
　本発明は、第1の導電性エリア、第2の導電性エリア及
び第3の導電性エリアを備える容量性平面情報担体に関
し、第1の導電性エリアは、第1の比誘電率ε1を有する
第1の誘電体層でオーバープリントされ、第3の導電性エ
リアは、第2の比誘電率ε2を有する第2の誘電体層でオ
ーバープリントされる。別の態様では、本発明は、物体
の導電性面又は導電性物体から形成された情報担体に関
する。他の態様では、本発明は、情報担体の製造方法、
情報担体の検出方法、及び情報担体の使用に関する。
【選択図】図2
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非導電性基板（2）と第1の導電性エリア（3）、第2の導電性エリア（4）及び第3の導電
性エリア（5）とを備える、前面（6）及び背面（7）を有する容量性平面情報担体（1）で
あって、
a）前記導電性エリア（3、4、5）は、該情報担体（1）の少なくとも前記前面（6）に施さ
れ、
b）前記第1の導電性エリア（3）の上に、第1の比誘電率ε1を有する第1の誘電体層（9）
が配置され、
c）前記第3の導電性エリア（5）の上に、第2の比誘電率ε2を有する第2の誘電体層（10）
が配置されている、
ことを特徴とする、情報担体。
【請求項２】
　請求項1に記載の情報担体（1）であって、
　前記第1の誘電体層（9）は、10より大きい、又は20より大きい、又は40より大きい第1
の比誘電率ε1を有する誘電体インクからなることを特徴とする、情報担体。
【請求項３】
　請求項1又は2に記載の情報担体（1）であって、
　前記第2の誘電体層（10）は、4より小さい、又は3より小さい、又は2より小さい第2の
比誘電率ε2を有する誘電体インクからなることを特徴とする、情報担体。
【請求項４】
　請求項1～3のいずれか1項に記載の情報担体（1）であって、
　前記導電性エリア（3、4、5）は、直流的に及び／又は電気的に接触していることを特
徴とする、情報担体。
【請求項５】
　請求項1～4のいずれか1項に記載の情報担体（1）であって、
　前記非導電性基板（2）は、紙、厚紙、プラスチック、木材系材料、複合材、ガラス、
セラミック、テキスタイル、皮革、プラスチック製品及び／又はそれらの任意の組合せを
含む群から選択された、平坦な可撓性の非導電性材料から作製されていることを特徴とす
る、情報担体。
【請求項６】
　請求項1～5のいずれか1項に記載の情報担体（1）であって、
　前記導電性エリア（3、4、5）は、オフセット印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、ス
クリーン印刷及び／又はデジタル印刷を含む群から選択されたアディティブ印刷方法で製
造されていることを特徴とする、情報担体。
【請求項７】
　請求項1～6のいずれか1項に記載の情報担体（1）であって、
　前記導電性エリア（3、4、5）は、化学蒸着法、物理蒸着法及び／又はスパッタリング
プロセスによって製造されていることを特徴とする、情報担体。
【請求項８】
　請求項1～7のいずれか1項に記載の情報担体（1）であって、
　前記導電性エリア（3、4、5）の材料は、金属粒子、ナノ粒子、特に銀、金、銅及び／
又はアルミニウム、導電性粒子、特にカーボンブラック、グラファイト、グラフェン、AT
O（アンチモン酸化スズ）、導電性ポリマー層、特にPedot、PANI（ポリアリニン）、ポリ
アセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ペンタセン又はそれらの任意の組合せを含
む群から選択されていることを特徴とする、情報担体。
【請求項９】
　請求項1～8のいずれか1項に記載の情報担体（1）の製造方法であって、
a）非導電性基板（2）を準備するステップと、
b）前記非導電性基板（2）上に第1の導電性エリア（3）、第2の導電性エリア（4）及び第
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3の導電性エリア（5）を施すステップと、
c）前記第1の導電性エリア（3）の上に第1の比誘電率ε1を有する誘電体インクを備える
第1の誘電体層（9）を施すステップと、
d）誘電体インクを含む第2の誘電体層（10）を施すことは、第3の導電性エリア（5）の上
に第2の比誘電率ε2を有するステップと、
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　前記第1の誘電体層（9）は、乾燥状態で10より大きい、又は20より大きい、又は40より
大きい第1の比誘電率ε1を有することを特徴とする、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第2の誘電体（10）は、乾燥状態で4より小さい、又は3より小さい、又は2より小さ
い第2の比誘電率ε2を有することを特徴とする、請求項9又は10に記載の方法。
【請求項１２】
　タッチスクリーン（12）による、請求項1～8のいずれか1項に記載の情報担体（1）の検
出方法であって、
　前記情報担体（1）の前記前面（6）は、タッチスクリーン（12）と接触することを特徴
とする、方法。
【請求項１３】
　請求項1～8のいずれか1項に記載の情報担体（1）の使用であって、
　前記第1の導電性エリア（3）は、前記情報担体（1）をタッチスクリーン（12）と接触
させることにより、タッチスクリーン（12）上に静電容量の局所的な変化を発生させるこ
とを特徴とする、使用。
【請求項１４】
　物体（24）の導電性面（22）又は導電性物体（32）から形成された情報担体（20）であ
って、
　物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の第1の部分（28）が、第1
の比誘電率ε1を有する誘電体層（9）によって覆われ、容量性読取デバイス（34）におい
て第1の信号を生成することを特徴とする、情報担体。
【請求項１５】
　請求項14に記載の情報担体（20）であって、
　物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の第2の部分（30）が、第2
の比誘電率ε2を有する誘電体層（10）及び／又は低誘電率スペーサー材料（26）によっ
て覆われ、容量性読取デバイス（34）において第2の信号を生成し、前記第1の部分（28）
及び前記第2の部分（30）は、前記容量性読取デバイス（34）によって読み取られる、物
体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）を形成していることを特徴とす
る、情報担体。
【請求項１６】
　請求項14又は15に記載の情報担体（20）の使用であって、
　物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の前記第1の部分（28）に
よって生成される前記第1の信号は、物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物
体（32）の前記第2の部分（30）によって生成される前記第2の信号とは異なることを特徴
とする、使用。
【請求項１７】
　請求項14又は15に記載の情報担体（20）の製造方法であって、
a）物体（24）の導電性面（22）又は導電性物体（32）を準備するステップと、
b）物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の前記第1の部分（28）の
上に、第1の比誘電率ε1を有する誘電体層（9）を施すステップと、
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１８】
　請求項15に記載の情報担体（20）の製造方法であって、
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a）物体（24）の導電性面（22）又は導電性物体（32）を準備するステップと、
b）物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の前記第1の部分（28）の
上に、第1の比誘電率ε1を有する誘電体層（9）を施すステップと、
c）物体（24）の前記導電性面（22）又は前記導電性物体（32）の前記第2の部分（30）の
上に、第2の比誘電率ε2を有する誘電体層（10）及び／又は低誘電率スペーサー材料（26
）を施すステップと、
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１９】
　容量性読取デバイス（34）による、請求項14又は15に記載の情報担体（20）の検出方法
であって、
　前記情報担体（20）は、前記容量性読取デバイス（34）と接触することを特徴とする、
方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　従来技術では、タッチセンシティブスクリーンを有するデバイスによって読み取ること
ができる導電性構造を備える情報担体について記載されている。例えば、特許文献1では
、情報を取得する容量性情報担体を備えるシステムについて記載されている。この発明は
、非導電性基板の上に少なくとも1つの導電性層が配置されている容量性情報担体と、表
面センサーとを備え、それら2つの要素が接触している、システムに関する。さらに、上
述した発明は、容量性情報担体と、容量性表面センサーと、それら2つの要素の間のコン
タクトと、表面センサーに接続されたデータ処理システムに対して、情報担体にあるタッ
チ構造体を評価するのを可能にし、情報担体に関連するイベントをトリガーすることがで
きるインタラクションとを含む、情報を取得する方法を含む。
【０００２】
　特許文献1では、情報の伝達のためのシステムが提供され、当該システムは、少なくと
も
・容量性情報担体であって、非導電性基板の上に配置された少なくとも1つの導電性層を
有する容量性情報担体と、
・容量性表面センサーと、
を備え、情報担体は、表面センサーと接触し、接触は、好ましくは静的及び／又は動的接
触である。情報担体と表面センサーとの間に容量性相互作用が存在することが更に好まし
い。この発明の意味では、情報担体は、特に、情報の記憶、複製、蓄積及び／又は割当て
のための媒体である。
【０００３】
　特許文献1による容量性情報担体は、非導電性基板の上にタッチ構造体として配置され
る少なくとも1つの導電性層を備える。タッチ構造体は、少なくとも1つの結合面を備え、
この結合面は、好ましくは、少なくとも1つの導電トレースを介して少なくとも1つのタッ
チポイントに接続されている。
【０００４】
　特許文献1に記載されているシステムは、容量性表面センサーを用いて容量性情報担体
を読み取るのを可能にする。この技術の応用としては、限定されないが、例えば、トラン
プ、トレーディングカード、スタンプ、消印、郵便料金、商品ロジスティクス、商品追跡
、入場システム、入場券、閉鎖エリアへのアクセス、仮想コンテンツ、マーケティングア
プリケーション、カスタマーロイヤルティ、宝くじ及び懸賞、会員パス、通行パス、決済
アプリケーション、実物証明書（certificates of authenticity）、偽造防止、コピー防
止、署名、受領証、銀行取引明細書、患者情報リーフレット、コンピューターゲーム内の
オブジェクト、音楽／ビデオ／電子ブックのダウンロード、ボーナススタンプ／プログラ
ム、デバイス制御又はギフトカードが挙げられる。
【０００５】
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　少なくとも1つのタッチポイント、結合面及び／又は導電トレースを備える、非導電性
基板上のタッチ構造体としての少なくとも1つの導電性層の配置により、認識プロセス全
体を通して一定レベルの再現性及び認識精度が与えられる。検出精度、すなわち、容量性
情報担体におけるタッチポイントの物理的相対位置と比較した、データ処理システムによ
って検出されるタッチポイントの相対位置は、限定される。これらの限定は、容量性読取
の特徴による。タッチポイントを表す導電性エリアのみでなく、導電トレースも、容量性
表面センサーの静電容量を変化させることが示された。それらの幾何学的形状、特にそれ
らのサイズ及びそれらの面積は、導電トレースが単独でイベントをトリガーしないように
設計されているが、導電トレースは、容量性表面センサーによって検出される実際のタッ
チポイントのエリアの中心を移動させる。これにより、情報担体上のタッチポイントの物
理的な相対位置と比較して、データ処理システムによって検出されるタッチポイントの相
対位置のわずかなずれがもたらされる。同様のタッチ構造体の公差又は最短「距離」を設
定するとき、これらのずれを組み込まなければならない。
【０００６】
　この手法に従って、タッチ構造体を形成する導電性要素は、それらの機能により、所望
の要素と呼ばれるタッチポイントと、「必要であるが干渉する要素」と呼ばれる結合エリ
ア及び導電ラインとにグループ化することができる。タッチポイントの目的は、表面セン
サーにおいてイベントをトリガーすることである。必要であるが干渉する要素の目的は、
人間のユーザーの人体の静電容量に結合すること、及びタッチポイントを結合面に又は互
いに直流的に接続することである。これらの要素は、表面センサーにおいていかなるイベ
ントもトリガーするべきではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第2011/154525号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、従来技術から既知である情報担体の不都合及び欠点を克
服するために、情報担体に対して、タッチスクリーン上の所望の要素と必要であるが干渉
する要素との間の容量コントラストを増大させることである。特に、検出精度を向上させ
、かつタッチスクリーンによって識別することができる、導電性構造体の異なる形状の数
を増大させるために、一方ではタッチポイントと他方では導電トレースとの間の容量コン
トラストを増大させることが好ましい。本発明の別の目的は、物体の導電性表面又は導電
性物体から形成された情報担体を提供することである。この目的は、独立請求項によって
達成される。有利な実施形態は、従属請求項からもたらされる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様では、本発明は、非導電性基板と第1の導電性エリア、第2の導電性エリア及び第
3の導電性エリアとを備える、前面及び背面を有する容量性平面情報担体であって、
a）導電性エリアは、情報担体の少なくとも前面に施され、
b）第1の導電性エリアの上に、第1の比誘電率ε1を有する第1の誘電体層が配置され、
c）第3の導電性エリアの上に、第2の比誘電率ε2を有する第2の誘電体層が配置されてい
る、
情報担体に関する。
【００１０】
　現行技術水準から既知であるタッチ構造体は、通常、タッチ構造体を視覚的に隠すため
に、インクでオーバープリントされるか、又は別の非導電性基板によって覆われる。現時
点において、タッチ構造体の導電性要素に施されるカバー層の誘電特性が、表面センサー
上のタッチ構造体の容量性の影響に作用することがわかっている。この発見は、特に、タ



(6) JP 2017-537389 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

ッチ構造体の要素のカバー層の誘電率に対して当てはまることは全く意外であった。
【００１１】
　本発明に関連して、「絶対誘電率」εという用語は、好ましくは、電界が影響を与える
強度の基準を表し、誘電媒体の影響を受けることが好ましい。媒体の誘電率は、好ましく
は、その媒体における単位電荷当りにどれくらいの電束が生成されるかを示す。したがっ
て、誘電率は、材料が電界に抵抗する能力に関連することが好ましい。同質材料の誘電率
は、好ましくは、真空誘電率ε0のそれに対して比誘電率εrとして与えられる。本発明に
関連して、比誘電率は誘電定数とも呼ばれることが好ましい。本発明に関連して、タッチ
ポイントは、第1の比誘電率ε1を有する第1の誘電体層によってオーバープリントされる
。
【００１２】
　タッチ構造体が位置する基板の面は、情報担体の前面又はA面と呼ばれ、他方の面は、
情報担体のB面又は背面と呼ばれることが好ましい。
【００１３】
　本発明に関連して、第1の導電性エリアは、好ましくは、タッチスクリーンにおける検
出が望まれる導電性構造体の要素であって、タッチスクリーンに対するその影響が本発明
によって増強されるように意図されている要素を表す、タッチポイントと呼ばれる。タッ
チポイントの目的は、好ましくは、表面センサー上でイベントをトリガーし、及び／又は
指先の配置又は特性を模倣することであり、タッチポイントの特性は、当該タッチポイン
トが1本又は複数本の指の先端のように表面センサー上で入力を実行することができると
いう趣意で述べられる。情報が導電性構造体のタッチポイントの位置によって符号化され
ることが、特に好ましい。
【００１４】
　本発明に関連して、情報は、例えば、第1の導電性エリア、及び／又は第1の導電性エリ
ア、第2の導電性エリア及び第3の導電性エリアから形成される導電性構造体の全体的な形
状、タッチポイントの互いとの距離、情報担体上のタッチポイントの割当及び／又は配置
、タッチポイントを接続する仮想線によって囲まれる角度、及び／又はタッチポイントの
数によって符号化されることが好ましい。
【００１５】
　第2の導電性エリアは、好ましくは、結合面、結合エリア又は接触エリアと呼ばれる。
結合面の目的は、人間のユーザーの静電容量に結合することである。第3の導電性エリア
は、好ましくは、導電トレース又は接続ラインと呼ばれる。導電トレースの目的は、タッ
チポイントを結合面に又は互いに直流的に接続することである。したがって、これらの要
素、すなわち結合エリア及び導電トレースは、機能性の理由で必要とされるが、それら自
体がタッチスクリーンと相互作用するようには想定されていない。それは、これらの必要
であるが干渉する要素が、所望の要素、すなわちタッチポイントの検出プロセスに影響を
与えない場合、又は必要であるが干渉する要素のタッチスクリーンに対する容量性の影響
を、タッチポイントの影響に比較して著しく低減させることができる場合、当業者によっ
て認識されよう。結合エリア及び導電トレースが、タッチスクリーンによって認識される
タッチポイントの位置の望ましくないずれをもたらす、いわゆる「必要であるが干渉する
要素」を表すことが好ましい。本発明に関連して、導電トレースは、第2の比誘電率ε2を
有する第2の誘電体層によってオーバープリントされる。好ましくは、第1の比誘電率ε1
は第2の比誘電率ε2より大きく、すなわち、
【数１】

であり、それにより、第1の誘電体層で覆われた導電性要素の容量性の影響は、第2の誘電
体層で覆われた導電性要素の影響より強力である。
【００１６】
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　タッチポイントを特定の第1の比誘電率ε1を有する第1の誘電体層でコーティングする
こと、及び導電トレースを特定の第2の比誘電率ε2を有する第2の誘電体層でコーティン
グすることが、タッチスクリーンに対する対応する導電性要素の影響に作用する第1の誘
電体層及び第2の誘電体層の誘電特性が異なるために、意外なほどに強力な影響によって
タッチポイントの検出精度を向上させるために使用することができることは意外であった
。
【００１７】
　第1の比誘電率ε1が第2の比誘電率ε2より大きいことが好ましい。この好ましい場合で
は、好ましくは、第1の比誘電率ε1を有する第1の誘電体層によって覆われるタッチポイ
ントの容量性の影響は、絶対数で、特に、好ましくは第2の比誘電率ε2を有する第2の誘
電体層によって覆われる導電トレースの影響に比較して、増大する。
【００１８】
　表面センサーに対するタッチ構造体の容量性の影響は、カバー層の比誘電率εrの影響
を受ける。好ましくは、比誘電率はまた、ギリシャ文字κ又はkと表される。意外なこと
に、本発明者らにより、本発明によって、誘電定数が大きい高誘電率（high-k）材料で覆
われた導電性エリアの方が、低誘電率（low-k）材料としてのタッチスクリーンに対する
容量性の影響がより強力であることがわかった。表面センサーに対する容量性の影響の差
を増大させるために、タッチ構造体の要素を誘電体層として覆うために誘電率値の異なる
少なくとも2つの異なる材料が使用されることが好ましい。誘電率の高いいわゆる高誘電
率材料は、好ましくは、タッチポイントを覆うために使用され、誘電率の低いいわゆる低
誘電率材料は、好ましくは、導電トレースを覆うために使用される。これらの材料は、好
ましくは、タッチ構造体の対応する導電性要素を覆う情報担体のA面に印刷される。
【００１９】
　誘電率の高い高誘電率材料でのタッチポイントの好ましいコーティングにより、本発明
による情報担体が、情報担体のA面が表面センサーに面している状態で表面センサーと接
触するとき、タッチポイントが、導電トレースに比較して容量性表面センサーに対して大
きい影響をもたらすという効果が得られる。
【００２０】
　本発明に関連して、タッチポイント及び導電トレースの表面は、第1の誘電体層及び第2
の誘電体層によって厳密に覆われることが好ましい。幾つかの応用に対して、誘電体層が
、タッチポイント及び導電トレースの表面よりわずかに大きい可能性があるエリアを覆う
こともまた好ましい場合がある。
【００２１】
　導電性構成要素の容量性の影響は、以下の平行板コンデンサーの公式を用いることによ
って記述することができる。
【数２】

C…静電容量
ε0…真空誘電率（ε0＝8.8541878176・10-12 F/m）
εr…材料の比誘電率
A…平行板コンデンサーの面積
d…平行板コンデンサーの板間の距離
【００２２】
　ε0が定数であるため、εrを増大させ、面積Aを増大させ、及び／又は距離dを増大させ
ることにより、Cを増大させることができる。Aは、タッチポイントの寸法を指し、この例
では一定である。したがって、本発明は、好ましくは本発明に関連してkとも呼ぶ材料の
比誘電率が異なることを利用する。
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【００２３】
　本発明の更に好ましい実施形態では、第1の誘電体層は、10より大きい、好ましくは20
より大きい、最も好ましくは40より大きい第1の比誘電率ε1を有する誘電体インクからな
る。タッチポイントが第1の誘電体層で覆われることが好ましい。比誘電率が10より大き
い材料でさえも、タッチポイントの容量性の影響を増大させるのによく適していることが
示された。それにも関わらず、タッチポイントの容量性の影響に対する材料の誘電率の最
も強力な作用は、比誘電率が40より大きい誘電体インクを使用することによって達成する
ことができる。比誘電率の値は、インクの乾燥状態に対して与えられることに留意された
い。「乾燥状態で」という用語は、製造が完了した本発明による情報担体に対して使用さ
れることが好ましい。それは、導電性エリア及び誘電体層が乾燥していることを意味する
。
【００２４】
　本発明の更なる好ましい実施形態では、第2の誘電体層は、4より小さい、好ましくは3
より小さい、最も好ましくは2より小さい第2の比誘電率ε2を有する誘電体インクからな
る。この第2の誘電体層は導電トレース上に施されることが好ましい。タッチスクリーン
に対する導電トレースの容量性の影響のこうした強力な低減を、導電トレースが第2の誘
電体層によって覆われる場合に観察することができることは、全く意外であった。
【００２５】
　第2の誘電体層に対して乾燥状態で4より小さい範囲での誘電率でさえも、導電トレース
の幅wよりはるかに大きい長さlを有するそれらの特定の線状の形状により、接続ラインの
容量性の影響を低減させるのによく適していることは意外であった。好ましくは、第1の
導電性エリアは、従来の情報担体のタッチポイントを表すサブエリアから形成される。好
ましくは、タッチスクリーンによるそれらの検出は望ましく、すなわち、タッチポイント
は、タッチスクリーンにおいてイベントをトリガーするように想定されている。本発明に
関連して、タッチポイントは、1 mm～20 mm、好ましくは4 mm～15 mm、最も好ましくは6 
mm～10mmの範囲の寸法を有する。タッチポイントが、例えば円のように設計されている場
合、寸法という用語は、好ましくは、円の直径を指すことができる。
【００２６】
　第2の誘電体層の影響の低減が、層内の極性化効果によることは意外であった。最良の
全体的な低減効果は、導電ラインに適用される場合の2より小さい比誘電率ε2を有する第
2の誘電体層に関連して観察される。
【００２７】
　本発明の1つの好ましい実施形態では、第1の導電性エリアは、40より大きい比誘電率を
有する誘電体層でオーバープリントされ、第3の導電性エリアは、2より小さい比誘電率を
有する誘電体層でオーバープリントされる。この組合せは、タッチスクリーンに対するこ
れらのエリアの容量性の影響に大きい差をもたらし、正確で、迅速でかつ信頼性の高い検
出に大いに寄与する。
【００２８】
　本発明の別の好ましい実施形態では、導電性エリアは、直流的及び／又は電気的に接触
している。タッチポイント、接続ライン及び接触エリアによって形成された導電性構造体
の要素は、互いに連結されていることが好ましい。これは、本発明に関連して、各要素が
、導電性構造体の別の要素と少なくとも1つの接続を有することを意味する。例えば、タ
ッチポイントが一直線に配置され、2つのタッチポイントが導電トレースによって接続さ
れることが好ましい場合がある。他の目的では、タッチポイントが、例えば、タッチポイ
ントが相互接続される円形構造体を形成することが好ましい場合もある。接触エリアは、
少なくとも1つの導電トレースによってタッチポイントのうちの少なくとも1つに接続され
ることが好ましい場合もある。
【００２９】
　「直流的に及び／又は電気的に接触して」という用語は、本発明に関連して、導電性構
造体が電気を伝導するのに適していることを意味する。それにより、導電性構造体の1つ
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の要素に適用される、電気的及び／又は直流的特性に対するいかなる変化も、その構造体
内で伝達され、それにより、変化の影響は、導電性構造体の全ての要素に等しく分散され
る。
【００３０】
　幾つかの応用に対して、結合エリアもまた、高誘電率誘電材料及び／又は層によって覆
われていることが好ましい場合がある。上述したように、結合エリアは、情報担体が容量
性表面センサーと接触したときにユーザーの電位に結合するために使用される。接触する
とは、好ましくは、結合エリアがタッチスクリーンの外側に位置している間に、タッチポ
イント及び導電トレースがタッチスクリーンの表面に配置されることを意味する。本発明
のこの好ましい実施形態により、ユーザーは、自身の電位に対して導電性層全体、すなわ
ち、タッチポイント、導電トレース及び結合エリアを設定するために、結合エリアに容易
にアクセスすることができる。一方で、結合エリアは、タッチスクリーンと接触していな
いため、タッチイベントをトリガーしない。したがって、導電トレースにわたってタッチ
ポイントへのユーザーの電位の伝達を促進するために、結合エリアに高誘電率誘電体を施
すことが好ましい場合がある。
【００３１】
　意外なことに、容量性情報担体の検出はまた、本発明の幾つかの具体的な応用に対して
好ましい可能性があるように、結合エリアの上に低誘電率誘電体が印刷される場合もまた
適切に作用する。それは、例えば、タッチポイントが第1の誘電体層によって視覚的に強
調されるべきである場合に現れる可能性がある。結合エリアの上に高誘電率誘電体も低誘
電率誘電体も印刷されないことが好ましい場合もある。
【００３２】
　本発明の更なる実施形態では、導電性エリアで覆われていない非導電性基板のエリアを
、低誘電率又は高誘電率誘電材料及び／又は層で覆うことができる。好ましくは、低誘電
率誘電体は、導電性構造体の任意の要素によって覆われていないこれらのエリアの上部に
施される。意外なことに、高誘電率誘電体によってこれらのエリアを覆うことは、タッチ
ポイントの検出を妨げない。これは、それらのエリアの上に導電性材料がプリントされな
いことによる。有利には、これらのエリアに対して、導電性エリアに誘電体インクでオー
バープリントすることによって発生する可能性がある高さの任意の差を補償するために、
低誘電率又は高誘電率誘電材料及び／又は層によってオーバープリントすることができる
。
【００３３】
　必要であるが干渉する要素、特に導電トレースによってもたらされる可能性がある検出
のずれを、上述した好ましい実施形態によって著しく低減させることができることは意外
であった。
【００３４】
　本発明の別の好ましい実施形態では、非導電性基板は、紙、厚紙、プラスチック、木材
系材料、複合材、ガラス、セラミック、テキスタイル、皮革及び／又はそれらの任意の組
合せを含む群から選択された、平坦な可撓性の非導電性材料から作製される。可撓性材料
を使用することが好ましく、それは、基板材料の可撓性により、製造プロセスが簡略化し
、より広範囲の製造及び印刷方法を適用することができるためである。プラスチックが採
用される場合、PVC、PETG、PETX、PE、PP、PC、PS及び合成紙を使用することが好ましい
。
【００３５】
　厚紙が使用される場合、応用の目的に応じて、コーティングされた厚紙又はコーティン
グされていない厚紙のいずれかを使用することが好ましい。最終製品の所望の外観に応じ
て光透過性又は光不透過性基板を使用することが好ましい場合もある。基板の好ましい厚
さは、20 μm～2000 μm、より好ましくは50 μm～1000 μm、最も好ましくは150 μm～5
00 μmであることが示された。
【００３６】



(10) JP 2017-537389 A 2017.12.14

10

20

30

40

50

　容量性情報担体は、平坦な製品、例えば、カード、コースター、ラベル等であることが
好ましい。容量性情報担体は、空間的物体、例えばパッケージの一部であることが好まし
い場合もある。「空間的物体」という用語は、好ましくは、例えば0.5 cmより大きい長さ
、幅及び高さを有する3D物体を指す。本発明に関連して、空間的物体は、特に、カードの
ような平坦な物体でないことが好ましい。
【００３７】
　本発明の別の好ましい実施形態では、導電性エリアは、オフセット印刷、フレキソ印刷
、グラビア印刷、スクリーン印刷及び／又はデジタル印刷を含む群から選択されたアディ
ティブ印刷方法で製造される。結果として得られる膜の厚さが、所与の印刷方法を用いる
場合、印刷エリア全体にわたって均質であることは全く意外であった。層、すなわち、導
電性構造体及び誘電材料を、同じプリントプロセスを用いて有利に印刷することができる
こともまた意外であった。より有利には、層は、1回の機械パスで、インラインで印刷す
ることができる。本発明に関連して、基板の一方の面のみが印刷されることが好ましい。
導電性要素が、好ましくは、同じ方法によってかつ同じ材料を用いて1つのプロセスステ
ップで製造されることは全く意外であった。有利には、印刷プロセスのような大量生産方
法は、大量のものを低コストで製造する機会を有するために、本発明による情報担体の製
造に好ましい。
【００３８】
　本発明の別の好ましい実施形態では、導電性エリアは、化学蒸着法、物理蒸着法及び／
又はスパッタリングプロセスによって製造される。本発明に関連して、高純度、高性能固
体材料を製造するために蒸着プロセスが使用されることが好ましい。化学蒸着プロセスで
は、基板は、好ましくは、基板表面の上で有利に反応及び／又は分解して所望の堆積物を
生成する、1種又は複数種の揮発性前駆体にさらされる。物理蒸着は、好ましくは、基板
の上の気化した形態の所望の膜材料の凝縮によって薄膜を堆積させるために使用される種
々の真空蒸着法をいう。物理蒸着は、化学蒸着におけるようにコーティングされる表面に
おける化学反応を含むのではなく、後続する凝縮による高温真空蒸発、又はプラズマスパ
ッター衝撃等、純粋に物理的なプロセスを含むことが好ましい。
【００３９】
　スパッタリングプロセスにより、基板に導電性要素を施すことができることもまた好ま
しい。「スパッタリング」という用語は、好ましくは、固体のターゲット材料から、エネ
ルギー粒子によるターゲットの衝撃により原子が放出されるプロセスを指す。このプロセ
スは、好ましくは、衝突により、材料におけるイオンと原子との間の運動量交換によって
駆動される。上述した蒸着法によって施される導電性材料の層は有利な機械的特性を有し
、それは、それらが、当業者に既知である他のプロセスによって施されるコーティングよ
り、堅くかつ耐食性があるためである。スパッタープロセスによって施される大部分のコ
ーティングは、耐熱性が高く、衝撃強度が強化され、優れた耐摩耗性を有し、追加の保護
コーティングが不要であるように耐久性がある。化学蒸着法及び物理蒸着法により、有利
には、多種多様の異なる材料を基板に施すことが可能になる。
【００４０】
　本発明の別の好ましい実施形態では、導電性エリアの材料は、金属粒子、ナノ粒子、特
に銀、金、銅及び／又はアルミニウム、導電性粒子、特にカーボンブラック、グラファイ
ト、グラフェン、ATO（アンチモン酸化スズ）、導電性ポリマー層、特にPedot、PANI（ポ
リアリニン）、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリチオフェン、ペンタセン又はそれら
の任意の組合せかを含む群から選択される。更なる好ましい材料は、塩、電解質、インク
、流体又はそれらの任意の組合せとすることができる。
【００４１】
　所与の材料からなる導電性要素は、単一の導電性要素の間の著しく改善された直流的及
び／又は電気的接触と、導電性構造内での優れた導電性とを可能にすることがわかった。
こうした多数の異なる材料を使用して、情報担体の導電性要素を製造することができ、そ
れにより、導電性要素の製造プロセスに関する優れた柔軟性が可能になることは、全く意
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外であった。さらに、本発明による情報担体を、事前に定義された特徴を満たさなければ
ならない幾つかの応用に容易に適合させることができる。
【００４２】
　本発明の別の好ましい実施形態では、誘電体層は、オフセット印刷、フレキソ印刷、グ
ラビア印刷、スクリーン印刷及び／又はデジタル印刷を含む群から選択されたアディティ
ブ印刷法で製造される。上述したように、これにより、有利には、1回の機械パスのみに
よって、本発明による情報担体を製造することができ、したがって、製造コスト及び人員
の労力が低減する。
【００４３】
　高誘電率誘電体層の製造のための材料は、限定されないが、セラミック充填インク、例
えば二酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム又はチタン酸ジルコン酸
鉛を含む群から選択される。当業者は、所与の材料のリストから、誘電体層の製造に使用
される材料の好ましい特性を認識し、将来利用可能となる材料にこの知識を適用すること
ができる。本発明に関連して、高誘電率誘電材料は、10より大きい比誘電率を有すること
が好ましい。
【００４４】
　低誘電率誘電体層の製造のための材料は、一般的な印刷インク、ワニス、及びプリント
製造で通常使用される他の任意の材料を含む群から選択されることが好ましい。本発明に
関連して、低誘電率誘電材料は、4より小さい比誘電率を有することが好ましい。
【００４５】
　別の態様では、本発明は、本発明による情報担体の製造方法であって、
a）非導電性基板を準備するステップと、
b）非導電性基板上に第1の導電性エリア、第2の導電性エリア及び第3の導電性エリアを施
すステップと、
c）第1の導電性エリアの上に第1の比誘電率ε1を有する誘電体インクを有する第1の誘電
体層を施すステップと、
d）誘電体インクを含む第2の誘電体層を施すことは、第3の導電性エリアの上に第2の比誘
電率ε2を有するステップと、
を含む方法に関する。
【００４６】
　本発明による方法は、特に、非導電性基板上への導電性インクの1つ又は複数の層の印
刷と、タッチポイント上への高誘電率ε1を有する誘電体層の1つ又は複数の層の印刷と、
導電トレース上への低誘電率ε2を有する誘電材料の1つ又は複数の層の印刷とを含むこと
が好ましい。
【００４７】
　本発明の別の好ましい実施形態では、第1の誘電体層は、乾燥状態で10より大きい、好
ましくは20より大きい、最も好ましくは40より大きい第1の比誘電率ε1を有する。第2の
誘電体層が、乾燥状態で、4より小さい、好ましくは3より小さい、最も好ましくは2より
小さい第2の比誘電率ε2を有することも好ましい。
【００４８】
　別の態様では、本発明は、タッチスクリーンによって本発明による情報担体を検出する
方法であって、情報担体の前面がタッチスクリーンと接触する方法に関する。本発明に関
連して、導電性構造体及び誘電体層が、好ましくはA面とも呼ぶ、情報担体の前面に印刷
されることが好ましい。したがって、情報担体が、その前面をタッチスクリーンと密接に
接触させることによって検出されるとき、導電性構造体の異なる要素の容量コントラスト
の所望の増大が最強である。
【００４９】
　別の態様では、本発明は、本発明による情報担体の使用であって、第1の導電性エリア
が、情報担体をタッチスクリーンと接触させることによって、タッチスクリーン上の静電
容量の局所的な変化を発生させる、使用に関する。タッチスクリーン上の静電容量の変化
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は、有利には、本発明によるタッチスクリーン及び情報担体を接触させることによっても
たらされ、そこでは、情報担体は、その前面がタッチスクリーンに面する。好ましくは、
この接触は、静的及び／又は動的接触である。本発明の意味では、静的接触は、タッチス
クリーンにおける情報担体の位置が変化しない接触である。動的接触は、2つのデバイス
、すなわちタッチスクリーン及び情報担体のうちの少なくとも一方が動いている接触を指
す。
【００５０】
　以下、2つの誘電体層の作用のモードを例示する、低誘電率材料及び高誘電率材料に対
する計算例を示す。計算例は、本発明の説明で言及した以下の式に基づく。
【数３】

【００５１】
低誘電率要素に対する計算例
ε0　真空誘電率（ε0＝8.8541878176・10-12 F/m）
εr　＝2（低誘電率インク）
A　50,3・10-6 m2;（平均タッチポイントサイズの場合）
d　5μm（誘電体層の平均厚さ）

【数４】

【００５２】
高誘電率要素に対する計算例
ε0　真空誘電率（ε0＝8.8541878176・10-12 F/m）
εr　＝40（高誘電率インク）
A　50,3/10-6 m2;（平均タッチポイントサイズの場合）
d　5μm（誘電体層の平均厚さ）

【数５】

【００５３】
　Clow/A対Chigh/Aの比は1:20であり、すなわち、高誘電率材料でオーバープリントされ
たタッチポイントの容量性の影響は、低誘電率材料でオーバープリントされる「必要であ
るが干渉する要素」と比較して20倍高い。
【００５４】
　本発明による情報担体の有利な設計により、タッチポイントとタッチスクリーンとの間
の容量性相互作用は、より強力かつより信頼性が高いものとなり、それは、本質的に、情
報担体のタッチポイントのみがタッチスクリーンによって認識されるためである。したが
って、特定のタッチポイントの位置が検出される際のずれは、ソフトウェアによって大幅
に低減させることができ、したがって、検出の正確さを向上させることができ、それは、
高誘電率インクの有利な使用により、タッチポイントの物理的な位置をより明確にかつよ
り誤差の傾向なしに検出することができるためである。
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【００５５】
　従来の情報担体では、タッチポイントは、容量性読取デバイスにより、それらの現実の
物理的位置からの幾分かのずれを含んで検出される。このシフトは、導電トレース及び結
合エリアの容量性の影響によるものであり、それは、導電トレース及び結合エリアが、タ
ッチスクリーンのタッチコントローラーによる容量性信号の検出及び評価に影響を与える
ためである。こうしたずれ及び位置のシフトは、本発明による情報担体を用いる場合に大
幅に低減させることができることは意外であった。試験により、これらの望ましくないシ
フト及びずれは、εr＝2の低誘電率材料及びεr＝40の高誘電率材料が使用される場合に
、従来の情報担体に比較して少なくとも50 ％低減することがわかった。この意外な効果
は、タッチポイントをεr＝40の高誘電率材料でオーバープリントし、したがってタッチ
スクリーンに対するタッチポイントの容量性の影響を促進することと、導電トレースをε

r＝2の低誘電率材料でオーバープリントし、したがってタッチスクリーンに対するそれら
の影響を最小限にすることとによる。この効果は、特に、タッチスクリーンと接触して発
生し、それは、当業者によって予期されるものではなかった。
【００５６】
　本発明の好ましい実施形態では、情報担体は、物体の導電性面又は導電性物体から形成
され、物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分が、第1の比誘電率ε1を有する誘電体
層によって覆われ、容量性読取デバイスにおいて第1の信号を生成する。
【００５７】
　本発明に関連して、物体は、任意の導電性又は非導電性物体である場合があることが好
ましい。好ましくは、物体は、3D物体、例えば、アルミニウム缶、又は、例えばカード、
ラベル、タグ等の平坦な物体とすることができる。この物体は、導電性面を備える。
【００５８】
　代替的に、異なる誘電率εiを有する誘電材料を有する層の適用に対して、基板として
導電性物体を使用することが好ましい。本発明に関連して、導電性物体は、全体として導
電性本体を表す物体であることが好ましい。例えば、その用語は、導電性材料、例えば電
解質等の導電性流体で充填される、非導電性プラスチック材料から作製されたプラスチッ
クボトルに関連する場合がある。
【００５９】
　好ましくは、上記誘電体層は、10より大きい、好ましくは20より大きい、最も好ましく
は40より大きい第1の比誘電率ε1を有する誘電体インクからなる。
【００６０】
　本発明に関連して、物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分内で情報を符号化する
ことができることが好ましい。有利には、容量性読取デバイスを用いることによって、情
報を容易に検出することができる。「容量性読取デバイス」という用語は、本発明のこの
特定の実施形態におけるタッチスクリーン等の容量性表面センサーに限定されず、特に、
任意の種類の容量性検知に適した特定の読取デバイスを指すことができることに留意され
たい。「物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分」という用語は、物体の導電性面又
は導電性物体自体の特定の部分を指すことが好ましい。物体の導電性面又は導電性物体の
この第1の部分は少なくとも1つのサブエリアを備えることが好ましい。
【００６１】
　完全に導電性の面を用いて、その面に2つの異なる誘電材料を施すことにより、容量性
読取デバイス上で好ましくは異なる信号を生成することができることは、全く意外であっ
た。
【００６２】
　物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分に対して、好ましくは、物体の導電性面又
は導電性物体の第1の部分を形成するサブエリアの高い容量性の影響をもたらす高誘電率
誘電材料でオーバープリントすることができる。高誘電率材料の層厚さは、サブエリアと
容量性読取デバイスとの間の空隙を防止するために、低誘電率材料の厚さと比較して大き
いか又は少なくとも等しいことが好ましい。低誘電率材料は、好ましくは、物体の導電性
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面又は導電性物体の第2の部分に印刷することができる。
【００６３】
　好ましい実施形態により、情報を符号化するために、完全に導電性の物体又は導電性面
を有する物体でさえ、容易に使用することができることは全く意外であった。さらに、こ
れにより、有利には、従来技術によって開示されていなかった応用が可能になる。好まし
い実施形態により、有利には、情報を復号するために、完全に導電性のパッケージ、アル
ミニウムを含むパッケージ、他の導電性材料又は導電性内容物を使用することができる。
本発明により、意外なことに、容量性表面センサーにおいて情報を復号するために、概し
て金属化された基板の使用を使用することが可能になる。
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態では、物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分は、第2の
比誘電率ε2を有する誘電体層及び／又は低誘電率スペーサー材料によって覆われ、容量
性読取デバイスにおいて第2の信号を生成し、第1の部分及び第2の部分は、容量性読取デ
バイスによって読み取られる物体の導電性面又は導電性物体を形成する。例えば、物体が
缶又はボトルである場合、ボトル又は缶の基部に第1の部分及び／又は第2の部分をオーバ
ープリントすることで十分である可能性がある。
【００６５】
　本実施形態に関連して、「第2の誘電率ε2を有する誘電体層」という用語は、好ましく
は、低誘電率インクからなる層を指し、低誘電率インクは、好ましくは、乾燥状態で、4
より小さい、好ましくは3より小さい、最も好ましくは2より小さい比誘電率ε2に対応す
る。本発明者らは、利用可能な最も好ましい低誘電率誘電体は、比誘電率がεr＝1である
空気であることがわかった。それにより、この比誘電率εr＝1に近い比誘電率を有する印
刷インクが、これらの実施形態の目的に最も適していることがわかった。
【００６６】
　本発明に関連して、低誘電率インクは、好ましくは、被覆率100％で、物体の導電性面
に印刷されるか、又は導電性物体に印刷される。本発明に関連して、物体の導電性面に部
分的に、例えば互いに一定の間隔にある小さいドットにより、低誘電率スペーサーが印刷
されることが好ましい。これにより、有利には、エアーバッファーがもたらされる。好ま
しい実施形態では、これにより、有利には、物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分
の容量性の影響が低減することになり、すなわち、低誘電率スペーサーによって覆われる
第2の部分の容量性の影響が、低誘電率スペーサーが適用されない物体の導電性面の容量
性の影響と比較して低減する。それにより、第2の部分により、有利には、容量性読取デ
バイスに第2の信号がもたらされる。
【００６７】
　好ましくは、低誘電率スペーサーは丘状部（hill）によって形成され、言い換えれば、
丘状部は、好ましくは、丘状部が適用される面と比較して隆起している。丘状部は、特定
の高さ、直径及び互いの間隔を有し、これらの寸法は、有利には、情報担体の特定の用途
に適合させることができる。本発明に関連して、低誘電率スペーサーは、初期状態に対し
て容易に同一レベルになる可能性がないように隆起していることが好ましい。
【００６８】
　本発明に関連して、物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分及び第2の部分の合計は
、容量性読取デバイスによって読み取られる物体の導電性面又は導電性物体の総表面積に
対応することが好ましい。これは、好ましくは、物体の導電性面又は導電性物体の第2の
部分が、好ましくは、物体の導電性面又は導電性物体の総表面積から第1の部分を引いた
面積に対応することを意味し、言い換えれば、第2の部分は、好ましくは、物体の導電性
面又は導電性物体の第1の部分が高誘電率材料を含む第1の誘電体層によってオーバープリ
ントされた後に、容量性読取デバイスによって読み取られる総表面積の残りの部分を表す
。
【００６９】
　更なる態様では、本発明は、情報担体の使用であって、物体の導電性面又は導電性物体
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の第1の部分によって生成される第1の信号が、物体の導電性面又は導電性物体の第2の部
分によって生成される第2の信号とは異なる、使用に関する。
【００７０】
　好ましくは、容量性読取デバイスは、物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分及び
第2の部分の両方を検出する。しかしながら、本発明に関連して、比誘電率が異なる誘電
材料でオーバープリントされる2つの部分に対して、各部分の比誘電率εによって強度が
決まる異なる信号が与えられることが好ましい。高誘電率の誘電率ε1の誘電材料を備え
る第1の部分は、容量性読取デバイスにおいて第1の信号を生成し、第1の信号は、低誘電
率の誘電率ε2の誘電材料を備える物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分によって生
成される第2の信号とは異なることが好ましい。例えば、容量性読取デバイスのコントロ
ーラーは、「1」に対応する第1の信号を高誘電率の誘電率ε1のサブエリアに割り当て、
「0」に対応する第2の信号を低誘電率の誘電率ε2の部分に割り当てることができること
が好ましい場合があり、信号「0」は、本発明に関連して「無信号」と呼ぶことができる
。
【００７１】
　本発明に関連して、第1の部分、すなわち第1の部分を形成するサブエリアは、容量性読
取デバイスによって読み取ることができる第1の信号をもたらすことが好ましい。好まし
くは、容量性読取デバイスと接触したとき、コンデンサーが、一方では物体の導電性面又
は導電性物体の第1の部分及び容量性読取デバイスの電極から形成され、物体の導電性面
又は導電性物体の第1の部分及び／又は第2の部分の不在又は存在は、有利には、コンデン
サーの構成要素の間に存在する電界に影響を与える。
【００７２】
　別の好ましい実施形態では、第1の部分、すなわち第1の部分を形成するサブエリアは、
指先が容量性読取デバイスにおいてトリガーすることができる配置、特性及び／又は物理
的効果を模倣する。「特性」という用語は、好ましくは、限定されないが静電容量、導電
率、誘電率等の電気的特性、及び／又は限定されないが寸法、形状、サイズ、幾何学的形
状、配置等の機械的特性を指す可能性がある。「配置」という用語は、好ましくは、容量
性読取デバイスに対して少なくとも1つの指先を配置することができる方法を指し、それ
は、特定の数の指先の異なる配置の数は、人間の手の解剖学的限界によって変動が限られ
ているためである。「物理的効果」という用語は、好ましくは、容量性読取デバイスにお
いて物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分によってもたらされる効果を指す。第1の
部分のサブエリアが指先の配置、特性及び／又は物理的効果を模倣する本発明の好ましい
実施形態では、容量性読取デバイスはタッチスクリーンによって表されることが好ましい
。本実施形態の文脈における他の応用に対して、特定の容量性読取デバイスによって情報
担体を検出することが好ましい場合があり、そこでは、「特定の容量性読取デバイス」と
いう用語は、本発明による、特に情報担体を検出するために開発される容量性読取デバイ
スを指す。
【００７３】
　さらに、物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分が、容量性読取デバイスによって
検出することができる第2の信号を生成することが好ましい。幾つかの実施形態では、信
号、好ましくは第2の信号が、一定の閾値より下にあり、それにより、好ましくは、その
信号が弱いために容量性読取デバイスによって無信号として解釈されることが好ましい場
合がある。
【００７４】
　更なる態様では、本発明は、情報担体の製造方法であって、
a）物体の導電性面又は導電性物体を準備するステップと、
b）物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分の上に、第1の比誘電率ε1を有する誘電体
層を施すステップと、
を含む方法に関する。
【００７５】
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　別の好ましい実施形態では、本発明は、情報担体の製造方法であって、
a）物体の導電性面又は導電性物体を準備するステップと、
b）物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分の上に、第1の比誘電率ε1を有する誘電体
層を施すステップと、
c）物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分の上に、第2の比誘電率ε2を有する誘電体
層及び／又は低誘電率スペーサーを施すステップと、
を含む方法に関する。
【００７６】
　更なる態様では、本発明は、情報担体の検出方法であって、情報担体が容量性読取デバ
イスと接触する、方法に関する。
【００７７】
　本発明のこれらの目的、特徴及び利点並びに他の目的、特徴及び利点は、添付図面の以
下の説明に鑑みて考慮されるときに最もよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】製造方法のステップa）及びb）が実施された、すなわち、非導電性基板が準備さ
れ、基板の前面に非導電性エリアが施された、情報担体の側面図である。
【図２】情報担体であり、製造方法が完了した、すなわち、情報担体に誘電体層が施され
た、情報担体の側面図である。
【図３】本発明による情報担体であり、その情報担体の導電性構造体において符号化され
た情報を読み取るためにタッチスクリーンと接触したときの情報担体の側面図である。
【図４】本発明の意味での導電性物体の好ましい実施形態の側面図である。
【図５】本発明の意味での導電性物体の好ましい実施形態の上面図である。
【図６】導電性面を備える物体の好ましい実施形態の側面図である。
【図７】低誘電率スペーサーを有する導電性面を備える物体の好ましい実施形態の側面図
である。
【図８】容量性読取デバイスによって情報担体の検出が実施される、導電性面を備える物
体の好ましい実施形態の側面図である。
【図９】本発明の意味での導電性物体の好ましい実施形態、特に第1の部分及び第2の部分
の好ましい実施形態の側面図である。
【図１０】低誘電率スペーサーを有する導電性面を備える物体の好ましい実施形態、特に
第1の部分及び第2の部分の好ましい実施形態の側面図である。
【図１１】導電性面を備える物体の好ましい実施形態、特に第1の部分及び第2の部分の好
ましい実施形態の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００７９】
　図1は、非導電性基板2を備える情報担体1の側面図を示す。上記基板2の前面6には、3つ
の異なる導電性エリア、すなわちタッチポイント3、結合エリア4及び導電トレース5を備
える導電性構造体が印刷されている。本発明に関連して、タッチポイント3の検出は望ま
しい。本発明に関連して、結合エリア4及び導電トレース5の検出は望ましくない。本発明
に関連して、導電トレース5は、タッチポイント3を、導電性構造体の少なくとも1つの結
合エリア4に及び／又は互いに接続することが好ましい。タッチスクリーン12に対する結
合エリア4及び特に導電トレース5の容量性の影響は、タッチスクリーン12に対するタッチ
ポイント3の容量性の影響と比較して低減することが好ましい。
【００８０】
　一方ではタッチポイント3と他方では導電トレースとの間の容量コントラストを増大さ
せるために、情報担体1の第1の導電性エリア及び第3の導電性エリアは、誘電特性の異な
る、特に比誘電率の異なる材料から作製された誘電体層9、10によってオーバープリント
される。導電トレース5は、4より小さい範囲の低い比誘電率を有する誘電材料によってオ
ーバープリントされることが好ましい。タッチポイントは、好ましくは、10より大きい、
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より好ましくは20より大きい、最も好ましくは40より大きい比誘電率を有する誘電材料に
よってオーバープリントされる。本発明に関連して、導電性トレース5をオーバープリン
トするために使用される誘電材料は、好ましくは、低誘電率誘電材料と呼ばれる。タッチ
ポイント3をオーバープリントするために使用される誘電材料は、高誘電率誘電材料と呼
ばれることが好ましい。
【００８１】
　図2は、情報担体1の側面図を示し、そこでは、製造方法が完了しており、すなわち、情
報担体1に誘電体層9、10が施されている。本発明のこの態様の好ましい実施形態を示す図
2から見ることができるように、低誘電率誘電材料からなる誘電体層10は、導電トレース5
、結合エリア4及び非導電性基板2を覆う。それにより、低誘電率の比誘電率を有する第2
の誘電材料で覆われている容量性トレースは、タッチスクリーン12に対する容量性の影響
が低減している。タッチポイント3は、高誘電率材料から形成される第1の誘電体層9でオ
ーバープリントされる。これらのエリアは、タッチスクリーン12に対する容量性の影響の
増大を示す。
【００８２】
　図3は、本発明による、情報担体1の導電性構造体3、4、5において符号化された情報を
読み取るためにタッチスクリーン12と接触したときの情報担体1の側面図である。図3から
見ることができるように、情報担体1は、情報担体1の前面6がタッチスクリーン12の表面
に面している状態で、タッチスクリーン12と接触している。
【００８３】
　図4は、本発明の意味での導電性物体32の好ましい実施形態の側面図を示す。誘電特性
が異なる、特に比誘電率εが異なる2つの異なる誘電体層9、10のための基板としての役割
を果たす導電性物体32を備える情報担体20が示されている。導電性物体32の第1の部分28
は、好ましくは10より大きい、より好ましくは20より大きい、最も好ましくは40より大き
い範囲の比誘電率を有する高誘電率材料の層9によってオーバープリントされている。導
電性物体32は、乾燥状態で好ましくは4より小さい、より好ましくは3より小さい、最も好
ましくは2より小さい範囲の比誘電率を有する低誘電率材料の層10によってオーバープリ
ントされる第2の部分30を更に備える。物体24の導電性面22又は導電性物体32の第1の部分
28は、容量性読取デバイス34において第1の信号を生成し、物体24の導電性面22又は導電
性物体32の第2の部分30は、容量性読取デバイス34において第2の信号を生成することが好
ましい。
【００８４】
　図5は、本発明の意味での導電性物体32の好ましい実施形態の上面図を示す。高／低誘
電率材料それぞれからなるタイプの異なる2つの層9、10によって覆われる導電性物体32を
備える、本発明の好ましい実施形態による情報担体20が示されている。層9は、第1の信号
を生成する情報担体の第1の部分28を表す。導電性物体32の残りの部分は、低誘電率材料
を備えた層10によってオーバープリントされ、好ましくは、物体の導電性面又は導電性物
体の「第2の部分」と呼ばれる。
【００８５】
　図6は、導電性面22を備える物体24を備える情報担体20の好ましい実施形態の側面図を
示す。導電性面22は、比誘電率ε1を有する高誘電率材料を備えた層9でオーバープリント
される第1の部分28を備え、第2の部分30は、比誘電率ε2を有する低誘電率材料を備える
層10によってオーバープリントされている。
【００８６】
　図7は、情報担体20の導電性面22の第2の部分30を少なくとも部分的に覆う低誘電率スペ
ーサー材料26を有する導電性面22を備える物体24を備える情報担体20の好ましい実施形態
の側面図を示す。図7に示す本発明の好ましい実施形態では、低誘電率スペーサー材料26
は、ドット又は小さい丘状部から形成され、当該ドット又は丘状部の間の空間は、好まし
くは空気で充填される。情報担体20の導電性面22の第1の部分28は、比誘電率ε1を有する
高誘電率材料を備える層9によって覆われている。
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　図8は、導電性面22を備える物体24の好ましい実施形態の側面図を示し、そこでは、情
報担体20の検出は、容量性読取デバイス34によって実施される。
【００８８】
　図9は、本発明の意味での導電性物体32の好ましい実施形態、特に導電性物体32の第1の
部分28及び第2の部分30の好ましい実施形態の側面図を示す。
【００８９】
　図10は、低誘電率スペーサー26を有する導電性面22を備える物体24の好ましい実施形態
、特に第1の部分28及び第2の部分30の好ましい実施形態の側面図を示す。図10から見るこ
とができるように、第1の部分28は、高誘電率ε1を有する誘電体層9のサブエリアから形
成され、第2の部分30は、低誘電率スペーサー材料26から形成されている。
【００９０】
　図11は、導電性面22を備える物体24の好ましい実施形態、特に、導電性面22の第1の部
分28及び第2の部分30の好ましい実施形態の側面図を示す。
【符号の説明】
【００９１】
　　1　容量性情報担体
　　2　非導電性基板
　　3　導電性エリア、すなわちタッチポイント
　　4　導電性エリア、すなわち結合エリア
　　5　導電性エリア、すなわち導電トレース
　　6　前面
　　7　背面
　　9　高誘電率の誘電体層
　　10　低誘電率の誘電体層
　　11　タッチスクリーンを備えるデバイス
　　12　タッチスクリーン
　　20　情報担体
　　22　物体の導電性面
　　24　物体
　　26　低誘電率スペーサー材料
　　28　物体の導電性面又は導電性物体の第1の部分
　　30　物体の導電性面又は導電性物体の第2の部分
　　32　導電性物体
　　34　容量性読取デバイス
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